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一
〇

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
七
五
八
号
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日
付
け
）
中 

　

一
二

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

一－

（
三
・
四－

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）－

二－

（
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
プ
ロ
パ
ン－

一－

オ
ン
及

び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
３
，
４－

Ｄ
ｉ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｘ
ｙ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｃ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｎ
ｅ
）

　

２ 　

化
学
名　

一－

ペ
ン
チ
ル－

Ｎ－

（
キ
ノ
リ
ン－

八－

イ
ル
）－

一
Ｈ－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル－

三－

カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｔ
Ｈ
Ｊ
）

　

３ 　

化
学
名　

エ
チ
ル
＝
二－

﹇
一－

（
五－

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）－

一
Ｈ－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル－

三－

カ
ル
ボ
キ

サ
ミ
ド
﹈－

三－

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
５
Ｆ－

Ａ
Ｅ
Ｂ
又
は
５
Ｆ－

Ｅ
Ｍ
Ｂ－

Ｐ

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）

　

４ 　

化
学
名　

メ
チ
ル
＝
二－

﹇
一－

（
四－

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）－

一
Ｈ－

イ
ン
ド
ー
ル－

三－

カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド
﹈－

三
・
三－

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ｂ－

Ｆ
Ｕ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

二　

指
定
の
理
由

　

 　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
五
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
沼
田
・
八
木
地
区

土
地
改
良
事
業
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
28年
５
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分
　
　
　
　
　
　
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

同
左

魚
粉

イ
ナ
ホ
･
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

63
H
28.１

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
工
業
株
式
会
社
石
巻

事
業
所

石
巻
市

同
左

魚
粉

65％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

H
28.５

重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

無

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
28年
５
月
収
去

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

試
　
　
験
　
　
結
　
　
果
　
　
の
　
　
概
　
　
要

違
反
の
内
容

粗
た
ん

白
質
　

　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

粗
灰
分

　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

水
溶
性

窒
素
　

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

そ
の
他

の
検
査

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

同
左

イ
ナ
ホ
･
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ミ
ー
ル
63

H
28.１

64.4
20.3

み
ら
い
飼
料
株
式
会
社

石
巻
工
場

石
巻
市

同
左

IT
O
CH
U
す
こ
や
か

ラ
ク
テ
ィ

H
28.５

26.92
20.48

1.172
0.832

0.92
7.72

フ
ィ
ー
ド
･
ワ
ン
株
式

会
社
石
巻
工
場

石
巻
市

同
左

ラ
ク
テ
ィ
ー
プ
ラ
ン

H
28.５

17.69
5.45

0.935
0.683

4.75
5.59

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
工
業
株
式
会
社
石
巻

事
業
所

石
巻
市

同
左

65％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー

ル
H
28.５

66.9
19.4

（
注
）
 　
飼
料
が
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
場
合
に
は
，
飼
料
の
名
称
の
前
に
「
໐ 規」
を

付
け
て
い
る
。
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な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

鹿
又
停
車
場
広
淵
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
須
江
字
舘
八
一
番
四
地
先
か
ら

同
市
須
江
字
舘
八
一
番
五
地
先
ま
で

前

一
五
・
七
〜

 

二
四
・
一

 

六
〇
・
三

後

一
二
・
三
〜

 

二
四
・
一

 

六
〇
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

志
津
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
竹
川
原
二
三
番

一
〇
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
下
保
呂
毛
五
番
七
地
先

ま
で

前
Ａ

 

五
・
五

 

四
七
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

 

五
・
五

 

四
七
〇
・
〇

　

Ｂ

 

六
・
〇

 

四
七
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

志
津
川
登
米

線

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
竹
川
原
二
三
番
一
〇
地
先
か

ら同
郡
同
町
志
津
川
字
下
保
呂
毛
五
番
七
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

六
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
緑
地

　

２　

名
称　

一
号
矢
本
海
浜
緑
地

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
の
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

 　

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
、
矢
本
字
下
立
沼
前
、
同
字
板
取
、
同
字
鎌
沼
、
同
字
三
本
松
、
同
字
沼
下
、
同
字
弘

法
及
び
牛
網
字
海
辺
の
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
（
復
興
政
策
部
復
興
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

仙
台
市
仙
塩
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

⑴　

汚
水

　
　
　
　

仙
台
市
泉
区　

松
森
字
城
前
及
び
同
字
堂
谷
の
各
一
部

　
　

⑵　

雨
水

　
　
　
　

仙
台
市
泉
区　

 

市
名
坂
字
西
裏
、
同
字
善
正
寺
、
同
字
町
、
七
北
田
字
欠
下
、
同
字
古
川
、
同
字
古
内
、
同

字
赤
生
津
、
同
字
二
本
柳
、
同
字
柳
、
泉
中
央
一
丁
目
及
び
泉
中
央
四
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

⑴　

汚
水

　
　
　
　

な
し

　
　

⑵　

雨
水

　
　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区　

岩
切
字
台
屋
敷
及
び
同
字
入
生
沢
の
各
一
部

　
　
　
　

仙
台
市
泉
区　

七
北
田
字
菅
間
、
同
字
道
及
び
松
森
字
歩
坂
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
（
都
市
整
備
局
計
画
部
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
田
北
部
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

加　
　

藤　
　

慶　
　

太　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

髙　

橋　

孝　

喜

登
米
市
迫
町
新
田
字
錠
穴
六
十
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

公　

司

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
三
十
番
地
一

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

及　

川　

満　

夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
菱
ノ
倉
百
六
番
地
六

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

伊　

藤　

久　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
久
保
百
九
十
三
番

地

理　

事
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平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

髙　

橋　

弘　

志

登
米
市
迫
町
新
田
字
飯
島
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

栄　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
二
十
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

及　

川　

徳　

浩

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
崎
二
百
四
十
五
番

地
十
八

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

己
年
夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
境
田
二
十
六
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

英　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
二
百
二
十
一
番

地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

髙　

橋　

元　

昭

登
米
市
迫
町
新
田
字
錠
穴
十
八
番
地
十
六

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

川　

崎　

健　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
井
守
沢
二
百
九
番
地

八
十
四

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

相　

馬　
　
　

好

登
米
市
迫
町
新
田
字
下
品
ノ
浦
九
十
番
地

監　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

星　
　
　

富　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
百
四
十
五
番
地

監　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

石　

川　

正　

男

登
米
市
迫
町
新
田
字
狼
ノ
欠
二
十
番
地
百

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

髙　

橋　

孝　

喜

登
米
市
迫
町
新
田
字
錠
穴
六
十
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

公　

司

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
三
十
番
地
一

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

白　

石　

國　

詔

登
米
市
迫
町
新
田
字
井
守
沢
二
百
九
番
地

三
十

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

及　

川　

満　

夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
菱
ノ
倉
百
六
番
地
六

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

伊　

藤　

久　

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
久
保
百
九
十
三
番

地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

髙　

橋　

弘　

志

登
米
市
迫
町
新
田
字
飯
島
九
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

佐
々
木　

英　

俊

登
米
市
迫
町
新
田
字
彦
道
二
百
番
地
三

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

栄　

一

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
居
二
十
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

及　

川　

徳　

浩

登
米
市
迫
町
新
田
字
山
崎
二
百
四
十
五
番

地
十
八

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

星　
　
　

己
年
夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
境
田
二
十
六
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

髙　

橋　

一　

夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
飯
島
七
番
地

理　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

遊　

佐　

吉　

信

登
米
市
迫
町
新
田
字
番
屋
八
十
六
番
地

監　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

相　

馬　
　
　

好

登
米
市
迫
町
新
田
字
下
品
ノ
浦
九
十
番
地

監　

事

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

細　

目　

茂　

夫

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
鹿
野
二
十
六
番
地

一

監　

事

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
の
名
称
及
び
数
量　

本
庁
舎
等
電
話
交
換
設
備
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

賃
貸
借
期
間　

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

設
置
場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
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の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を

持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と

い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

過
去
二
年
以
内
に
内
線
三
百
回
線
（
容
量
）
以
上
の
電
話
交
換
設
備
賃
貸
借
契
約
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る

者
で
あ
る
こ
と
。

　

９ 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
本
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
○－

八
五
七
○　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番

一
号　

電
話
○
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１ 　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠ 　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡ 　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２ 　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　

 　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
総
務
部
管
財
課
調
整
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
三
五
一
）

　

３ 　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日
（
金
）
ま
で
２
宛
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４ 　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠ 　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」

と
い
う
。）
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
八

年
七
月
十
三
日
（
水
）
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日
（
木
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡ 　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日
（
木
）
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提

出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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㈢ 　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

 　

入
札
期
間　

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
八
年
八
月
四
日
（
木
）
午
後
五
時

ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

平
成
二
十
八
年
八
月
四
日
（
木
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ 　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
（
金
）
午
前
九
時
三
十
分　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階　

管
財
課
内

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た

金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者

で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入

札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
方
法　

財
務
規
則
第
百
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
（
以
下
「
予
定
価
格
」

と
い
う
。）
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

10 　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
同
法
施
行
令
に
基

づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業
務
と
し
て
複
数
年
度
に
わ
た
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ

の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
書
の
定
め
に

よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

　

11　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
 　

N
ature and Q

uantity of Item
s to Be Procured : Lease contract for telephone replacem

ent in 

locations including M
iyagi Prefecture Governm

ent O
ffice Building (1 set)

　

2

　

Period of Lease : From
 January 1, 2017 to D

ecem
ber 31, 2022

　

3

　

Place of D
elivery : 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 980-8570 Japan, and other locations

　

4

　

D
eadline for Bid : A

ugust 4, 2016 (T
hu.), 5

:00 p.m
.

　

5

 　

Contact Person : Chisato N
ei, General A

ffairs Section, Property M
anagem

ent D
ivision, 

General A
ffairs D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Governm
ent 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, 

M
iyagi, 980-8570 Japan, T

el.: 022-211-2351

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
県
営
北
上
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
の
変
更
に

当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行

う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変

更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
北
上
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

　
　

変
更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所
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石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
役
所
北
上
総
合
支
所

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
六－

○
八
一
二　

宮
城
県
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
の
三
十
二

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｅ
ｔ－

ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
役
所
北
上
総
合
支
所
で
縦
覧

に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
は
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了

承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

雑　
　
　

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
市
町
村
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共
済
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合
定
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第
五
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の
規
定
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基
づ
き
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平
成
二
十
七
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
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宮城県市町村職員共済組合平成27年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合　　計
12 21 1 17 51

２　組合員数及び給料月額は，次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　　般 市町村長 特定消防 市町村長長期 船員一般 任意継続 合　　計
組 合 員 数（人） 16,344 34 1,796 12 378 18,564

標準報酬月額（千円）
長期 5,821,936 21,020 610,398 4,900 6,458,254
短期 6,043,796 27,890 610,428 4,900 112,546 6,799,560

１人当たり標準報酬月額
 （円）

長期 356,212 618,235 339,865 408,333 355,122
短期 369,787 820,294 339,882 408,333 297,740 366,277

３　組合職員の数は，次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資 計
人　　　　　員 20 2 3 1 1 1 28

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。
（単位：千円）

区　　　　　分 短　期 長　期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 預託金管理 経過的長期
預託金管理 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資

（収　　　入）

負担金 5,546,515 8,525,823 6,511,064 384,258 13,644 196,174 173,763

掛金・保険料 5,679,700 4,398,831 4,426,336 384,249 167,640

施設収入・商品売上 241,799

連合会交付金 133 64,143 566

利息及び配当金 638 51,472 47,411 124 325 782 590,681 120,080 2

その他収入 579,776 309 12,363 34,221 31,591 20,370

他経理から繰入金 32,656 90,000

前年度繰越支払準備金 790,173

計 12,596,935 12,924,654 10,937,400 768,507 13,644 51,472 47,411 293,406 354,091 366,802 622,272 120,646 20,372

（支　　　出）

給付金 5,213,158

負担金払込金 8,525,823 6,511,064 384,258 13,644

掛金・保険料払込金 4,398,831 4,426,336 384,249

役職員給与 139,805 13,837 115,710 6,254 6,839 4,689

特定健康診査等費 22,387

旅費・事務費 12,434 3,683 1,944 3,559 2,587 561

商品仕入 6,750

飲食材料費 44,962

委託費 5,543 7,076 6,074 47 255

支払利息 51,472 47,411 489,421 93,306 8,991

老人保健拠出金 61

退職者給付拠出金 211,146

前期高齢者納付金 2,168,597

後期高齢者支援金 1,997,635

介護納付金 838,087

連合会払込金 137,762 6,037

連合会拠出金 457,576

他経理へ繰入金 32,656 90,000

その他支出 9,862 132,074 240,721 153,633 3,115 2,157 3,507

次年度繰越支払準備金 789,924

計 11,856,464 12,924,654 10,937,400 768,507 13,644 51,472 47,411 289,856 377,704 329,073 502,396 111,181 17,748

差引当期利益金 740,471 3,550 37,729 119,876 9,465 2,624

差引当期損失金 23,613

年度末支払準備金 789,924

年度末資本剰余金 40,923 19,404 1,515,074 9,673

年度末利益剰余金 1,912,265 344,922 1,213,446 88,617 1,988,086 628,419 169,842
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仙台市職員共済組合平成27年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 合　　計
1 1

２　組合員数及び給料月額は，次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　　般 市　　長 特定消防 継続長期 任意継続 合　　計
組 合 員 数（人） 8,248 1 990 1 100 9,340

標準報酬の月額（千円）
長期 3,565,640 620 444,680 530 4,011,470
短期 3,628,460 1,090 445,950 36,266 4,111,766

１人当たり標準報酬月額
 （円）

長期 432,304 620,000 449,172 530,000 434,142
短期 439,920 1,090,000 450,455 362,662 440,279

３　組合職員の数は，次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 貸　付 合　計
人　　　　　員 4 1 5

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。
 （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 長　期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 預託金管理 経過的長期
預託金管理 業　務 保　健 貯　金 貸　付

（収　　　入）

負担金 3,125,411 4,776,841 3,951,670 233,459 8,259 39,390 94,172 

掛金・保険料 3,156,453 2,473,242 2,690,949 233,643 91,089 

利息及び配当金 22,388 19,601 133,376 62,955 

その他収入 309,183 32,303 1 320 

他経理からの繰入金 12,296 

前年度繰越支払準備金 414,786 

計 7,005,833 7,250,083 6,642,619 467,102 8,259 22,388 19,601 83,989 185,262 133,376 63,275 

（支　　　出）

給付金 2,755,816 

役職員給与 37,043 3,071 1,588 5,677 

旅費・事務費 8,662 580 356 1,086 

委託費 2,695 5,596 160 113 

支払利息 22,388 19,601 116,243 41,987 

連合会払込金 79,404 7,250,083 6,642,619 467,102 8,259 3,266 

連合会拠出金 265,159 

老人保健拠出金 31 

退職者給付拠出金 125,322 

前期高齢者納付金 1,194,822 

後期高齢者支援金 1,104,504 

病床転換支援金

介護納付金 489,324 

他経理へ繰入金 12,296 

その他支出 2,192 37,413 159,118 630 1,597 

次年度繰越支払準備金 418,974 

計 6,447,844 7,250,083 6,642,619 467,102 8,259 22,388 19,601 85,813 168,365 118,977 53,726 

差引当期利益金 557,989 △ 1,824 16,897 14,399 9,549 

年度末支払準備金 414,974 

年度末資本剰余金 1,513 

年度末利益剰余金 1,229,038 41,994 426,531 395,043 1,166,562 
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佐
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岩
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子
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